
特定不妊治療（体外受精・顕微授精）を受けた方の経済的負担を軽減するため、
配偶者間の治療に要する費用 及び 通院にかかる交通費の一部を助成しています。

申請方法 ◇ 治療終了後、申請書に必要書類を添えて、最寄りの府保健所へ提出してください。
※京都市にお住まいの方は、京都市保健福祉センターへお問い合わせください。

◇ 「通院交通費助成金」については、可能な限り「治療費助成金」の申請と同時に申請して
ください。やむを得ない場合は、「通院交通費助成金」を後日に申請することも可能です。

令和２年度中(令和2年4月1日～令和3年3月31日)に終了された
治療に関する申請の受付は、令和３年３月３１日まで
となります。ご注意ください。

問い合わせ・申請窓口

府保健所名 電話番号 お住まいの市町村

乙訓保健所 075-933-1153 向日市、長岡京市、大山崎町

山城北保健所 0774-21-2192 宇治市、城陽市、久御山町

山城北保健所綴喜分室 0774-63-5734 八幡市、京田辺市、井手町、宇治田原町

山城南保健所 0774-72-0981 木津川市、笠置町、和束町、精華町、南山城村

南丹保健所 0771-62-4753 亀岡市、南丹市、京丹波町

中丹西保健所 0773-22-6381 福知山市

中丹東保健所 0773-75-0806 舞鶴市、綾部市

丹後保健所 0772-62-4312 宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町

必要書類等、詳しくは京都府ホームページをご覧ください。

https://www.pref.kyoto.jp/kosodate/funin28.html

電話 075-414-4727 メール kodomo@pref.kyoto.lg.jp

新型コロナウイルス感染拡大に伴う年齢要件の緩和について

●令和2年3月31日時点で妻の年齢が42歳である夫婦で、新型コロナウイルス感染防止の観点から治療を延期した方

令和2年3月31日時点で妻の年齢が42歳であれば、治療期間の初日における妻の年齢が43歳でも
助成の対象となります。（令和3年度に治療を開始した場合でも申請が可能になりました）

◆ 令和３年３月に治療が終了し、受診等証明書等の交付に時間がかかる等の事情がある場合は、
必ず事前に最寄りの府保健所へご連絡の上、「治療費助成金」は令和３年４月末まで、「通院交通
費助成金」については令和３年５月末まで申請が可能です。

◆ 今後、助成制度が大きく拡充・変更されるため、令和２年１２月３１日までに終了
された治療については、いかなる理由であっても令和３年４月以降の

申請を受付けることができません。ご注意ください。




